
小規模事業場の事業者・働く人の皆様 

 

 

健康相談を無料で行います！ 
 

相模原地域産業保健センターでは、法律で義務付けられている健康 

診断結果の有所見者に対する医師の意見聴取、長時間労働者に対する 

医師の面接指導や、その他メンタルヘルス不調者に対する相談など、 

産業保健に関するサービスを無料で提供しています。 

  どうぞご利用ください。 

 

 

１ 皆様の事業場を訪問します。 

 産業医や保健師が、皆様の都合の良い日程、時間等を調整し、事業場を訪問し、相談や

面接指導などに対応します。 

 ご利用希望の際はお問い合わせください。 

 

２ 定期的に窓口を開設します。 

 毎月１回窓口を開設して、産業医が相談や面接指導などに対応します。場所は相模原法

人会館（原則毎月第３月曜日の午後）、相模原南メディカルセンター（日程はご希望に対

応します）です。 

 ご利用希望の際はお問い合わせください。 

 

３ 保健師による相談を行います。 

 市内公共施設に窓口を開設したり、事業場を訪問して、保健師がご希望に応じてメンタ

ルヘルス不調者や、その他相談に対応します。 

 ご利用希望の際はお問い合わせください。 

 

４ その他産業保健に関する相談に対応します。 

 

お問い合わせは下記までお願いします。 

   相模原地域産業保健センター 

（神奈川産業保健総合支援センター相模原地域窓口） 

ＴＥＬ０４２－７０３－３０００ ＦＡＸ０４２－７０３－３００１ 

担当者 尾﨑、片山 

〒２５２－０１３１ 

相模原市緑区西橋本５丁目３－２１ 

緑区合同庁舎２階相模原北メディカルセンター事務室内 

（平成２６年５月１日現在） 



別紙様式 1-1 

地域産業保健事業 

特定健康相談・面接指導 利用申込書 

平成  年  月  日 

事 

業 

場 

事業場名  

所 在 地  

労働者数 男：   人  女：   人   計    人 

事業内容  

代 表 者 
職名： 

氏名：                     印 

担 当 者 

職名： 

氏名： 

電話：           ＦＡＸ： 

本社、親企業 

等 の 情 報※ 

本社、親企業等の名称（                 ） 

事業場の属する本社、親企業等の全労働者数（      人） 

本社、親企業の産業医数（産業医  名、内専属産業医  名） 

相 談 内 容 

（希望するものに○） 

１－１ 健康診断結果に基づく医師の意見聴取（対象者   名） 

１－２ 治療と職業生活の両立に関する相談・指導 

（対象者   名） 

２ 脳心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導 

（対象者   名） 

３ メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導 

                     （対象者   名） 

４ 長時間労働者に対する面接指導     （対象者   名） 

事業場訪問 １ 希望する    ２ 希望しない 

その他連絡事項等  

※ 申込事業場が企業の支店、営業所、工場や子会社等の場合、当該企業又は親企業の情報

をわかる範囲でご記入下さい。 

注：労働者本人からの申し込みの場合は、担当者欄にご本人の氏名をご記入のうえ、氏名の 

後ろに「本人」と注記してください。 

相模原地域産業保健センター ℡０４２－７０３－３０００ Fax０４２－７０３－３００１ 


